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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第32期
第２四半期
累計期間

第32期
第２四半期
会計期間

第31期

会計期間

自平成20年
11月１日
至平成21年
４月30日

自平成21年
２月１日
至平成21年
４月30日

自平成19年
11月１日
至平成20年

10月31日

売上高（千円） 1,295,436 682,338 4,079,689

経常利益（△損失）（千円） △618 44,822 653,307

四半期（当期）純利益（△損失）（千円） △138,340 28,994 351,624

持分法を適用した場合の投資利益（千円） － － －

資本金（千円） － 1,500,000 1,500,000

発行済株式総数（千株） － 15,560 15,560

純資産額（千円） － 5,246,036 5,610,134

総資産額（千円） － 5,754,692 6,412,013

１株当たり純資産額（円） － 403.14 419.53

１株当たり四半期（当期）純利益（△損失）（円） △10.47 2.21 25.0

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益（円） － － －

１株当たり配当額（円） 7 7 14.0

自己資本比率（％） － 91.2 87.5

営業活動によるキャッシュ・フロー（千円） 64,653 － 423,281

投資活動によるキャッシュ・フロー（千円） 145,883 － △39,053

財務活動によるキャッシュ・フロー（千円） △223,447 － △757,798

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（千円） － 406,506 419,417

従業員数（人） － 203 195

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．持分法適用会社がないため、持分法を適用した場合の投資利益は記載しておりません。

４．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在していないため記載しており

ません。
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２【事業の内容】

当第２四半期会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

３【関係会社の状況】

当第２四半期会計期間において、関係会社の異動はありません。

４【従業員の状況】

提出会社の状況

　 平成21年４月30日現在

従業員数（人） 203 [12]

（注）従業員数は就業人員であり、［　］は外書きでパート・嘱託社員・契約社員を示しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

（1）販売実績

当第２四半期会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業の種類別の名称

第32期第２四半期会計期間

（自　平成21年２月１日

至　平成21年４月30日）

 金額（千円）　 構成比（％）　

就職情報事業 639,628 93.7

 

新卒採用集合品 375,689 55.0

（就職博） (257,816) (37.8)

新卒採用個別品 206,039 30.2

中途採用商品 57,899 8.5

その他 42,709 6.3

合計 682,338 100.0

（注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。

２．販売実績が総販売実績の10%以上の相手先はありません。

３．（　）内の数値は内数を記載しております。

２【経営上の重要な契約等】

当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態及び経営成績の分析】

（1）業績の状況

当第２四半期会計期間（平成21年2月1日～平成21年4月30日）におけるわが国経済は、世界的金融危機の深刻

化に加え、円高・株安が急速に進行し、電機・自動車等の主力輸出産業が総崩れとなり、東京証券取引所一部上場

企業の2009年3月期決算は、純損益総額が7年ぶりに赤字に転落するなど、厳しい状況の中で推移しました。また雇

用環境においても、企業における人員余剰感が急激に高まり、リストラや雇用契約の打ち切り、新卒内定者の内定

取り消し等が多発するなど、景気悪化の影響を少なからず受けることとなりました。

このような経済環境の中、当社では売上拡大のための各種営業キャンペーンの投入や顧客満足をさらに高める

ための既存商品の改善実施、また主力の新卒向け合同企業説明会「就職博」や新商品である日本初の携帯電話に

よるモバイル特化型就職サイト「モバ就」の販売に全力をあげて取り組んでまいりました。併せて、経費面では、

販管費の抜本的見直し・削減の取り組みを推し進め、利益確保に注力いたしました。しかしながら、企業の間で新

卒採用の抑制・中止、あるいは採用予算の縮小などの流れが予想以上に加速し、厳しい市況下での企業活動とな

りました。

その結果、当第２四半期会計期間における業績につきましては、売上高6億82百万円となりました。

なお、当社の主たる事業である「就職情報事業」については、次のとおりであります。

○就職情報事業

当第２四半期会計期間におきましては、2010年卒の新卒採用計画が7年ぶりに前年比21.8％減と大幅なマイナス

（2009年4月27日付　日本経済新聞）となるなど、大変厳しい中で推移しました。特に輸出産業を中心とした大手

製造業では5割近い減少となり、ここ数年大量採用を続けてきた金融業でも3割を超える減少となるなど、数年続

いてきた活発な採用活動に一服感がでてきました。

このような市場環境のもと、当社では、さまざまな人材ニーズに対応すべく、採用活動のトータルコンサルティ

ングに注力し、顧客満足度向上を至上命題として鋭意営業活動に励んでまいりました。そのような中、新商品とし

て市場投入しました「モバ就」につきましては、リリースより約7ヵ月が経過し、就職活動を行う学生のマストア

イテムとなり、アクセス数は対前年比6倍以上の成長率で推移しております。また、民間企業の採用意欲が減退す

る中での新しい試みとして、公的な人材採用支援分野に進出するべく活動を開始しました。その手始めとして3月

には農林水産省が推進する「農村活性化人材育成派遣支援モデル事業－田舎で働き隊」事業を受託し、就農・Ｉ

ターン・Ｕターンへの強力なサポートを実施し、大成功となりました。

しかしながら、新卒採用市場の環境悪化は、日を追うごとに深刻となり、上記を初めとする様々な営業努力にも

かかわらず、当第２四半期会計期間における売上高は、主力商品の「就職博」が2億57百万円、第2新卒向け就職サ

イト「Ｒｅ就活」が23百万円となり、就職情報事業全体の売上高は、6億39百万円となりました。
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（2）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期末の現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前四半期末より53百万円増加し、4億6百万

円となりました。

当第２四半期会計期間における各キャッシュフローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期会計期間における営業活動による資金の減少は80百万円となりました。これは主に、税引前四半期

純利益の計上による資金の増加44百万円、その他の負債の減少による資金の減少71百万円、長期未払金の支払いに

よる資金の減少62百万円によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期会計期間における投資活動による資金の増加は1億98百万円となりました。これは主に、投資有価

証券の償還による収入2億円によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期会計期間における財務活動による資金の支出は64百万円となりました。これは主に、自己株式取得

による支出64百万円によるものです。

なお、「（1）業績の状況」及び「（2）キャッシュ・フローの状況」の金額にはいずれも消費税等は含まれて

おりません。

（3）財政状態の分析

（流動資産）

当第２四半期末における流動資産の残高は、前期末と比べ3億2百万円減少し、40億30百万円となりました。これ

は主に、売上債権の減少2億62百万円、繰延税金資産の減少32百万円があったことによるものです。

（固定資産）

当第２四半期末における固定資産の残高は、前期末と比べ3億54百万円減少し、17億23百万円となりました。これ

は主に、投資有価証券の減少2億5百万円、繰延税金資産の減少1億円があったことによるものです。

（流動負債）

当第２四半期末における流動負債の残高は、前期末と比べ2億33百万円減少し、1億83百万円となりました。これ

は主に、未払金の減少65百万円、支払手形及び買掛金の減少64百万円、賞与引当金の減少59百万円、未払法人税等の

減少46百万円があったことによるものです。

（固定負債）

当第２四半期末における固定負債の残高は、前期末と比べ59百万円減少し、3億25百万円となりました。これは主

に、長期未払金の減少62百万円があったことによるものです。

（純資産）

当第２四半期末における純資産の残高は、前期末と比べ3億64百万円減少し、52億46百万円となりました。これは

主に、当第２四半期累計期間純損失1億38百万円、自己株式の取得1億28百万円、配当金の支払い93百万円があった

ことによるものです。

（4）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期会計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等は次の

とおりであります。

 　（会社の支配に関する基本方針）

１．当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、当社株式等に対する大規模買付行為を受け入れるか否かのご判断は、最終的には、株主の皆様によってな

されるべきものと考えております。したがいまして、大規模買付行為につきまして、これを一概に否定するものでは

ありません。

しかしながら、突然の大規模買付行為が発生した場合には、株主の皆様に当社の株式価値の妥当性を短期間でご判

断して頂くこととなりかねません。

当社は、大規模買付行為を受け入れるか否かの株主の皆様のご判断が適切に行われるためには、大規模買付者（下

記４．（1）に定義されます。）からの一方的に提供される情報のみならず、当社取締役会から提供される情報及び

評価・意見等も含めた十分な情報が提供され、大規模買付行為に応ずるべきか否をご判断して頂くための期間を確

保するルールを定めることが不可欠であると考え、「株式会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者に

よって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み」(会社法施行規則第118条第3

号ロ（2）)の一つとして、以下のとおり本プランを定めるものであります。
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※なお、以下の文章は、平成20年1月25日開催の「第30期　定時株主総会」において承認された内容を、そのまま記載

しております。

２．基本方針の実現に資する取組み

(1) 企業価値向上への取組み

当社は、昭和51年に実鷹企画の名称で総合広告代理業を創業し、昭和56年11月に「学生就職情報センター」部門

を新設し、就職情報事業に進出。現在に至っております。

当社は、「私達は、仕事を通して社会のお役に立つ企業づくりを目指します。」という基本理念のもと、総合就職

情報企業として“きめ細かいサービス”“質の高い情報”をタイムリーに提供できるよう全社一丸となり、「変

化と進歩」をテーマに、日々研鑽を続けております。また、事業の展開にあたりましては、以下を基本方針としてお

ります。

・新卒採用情報から中途採用情報までの一貫した総合就職情報企業を目指す。

・新規顧客の開拓と新商品の開発により売上・利益の拡大を目指す。

・人員の増強並びに拠点の拡充を図り、成長のスピードを加速させる。

・サービス・商品・営業手法のすべてにおいてニーズを先取りした差別化戦略を実行する。

・組織の効率を高め、意思の伝達及び業務の迅速化を図る。

・社会からの信頼や尊敬を集め、上場企業にふさわしい企業であり続けるべくコーポレート・ガバナンス及びコ

ンプライアンス体制の強化を図る。

また、社会そして市場から信頼される企業であり続けることを目指して、経営基盤のさらなる安定を図り、かつ

経営効率を一層高めていくよう努力を続けてまいります。

中長期的な経営戦略としては、前述の基本方針に基づき、スピードを重視し高成長・高収益・高付加価値企業と

なるべく就職情報事業での競争力や商品力の強化に努める所存であります。

商品面では、成長著しい第２新卒者・若手社会人対象の第２新卒専門就職サイト「Ｒｅ就活」並びに合同説明

会「Ｒｅ就活のイベント」、また新卒・第２新卒・若手社会人を中心とした「人材紹介事業」を収益の柱に育て

るべく人材、資金等を集中的に投入していく方針であり、さらなる関連商品を開発していく予定です。また、採用に

まつわる募集から入社後の戦力化までをトータルに実現するサービス体制を構築するべく外部企業との提携等も

積極的に進め、手薄であった商品分野の強化を図り、新たな顧客との接点を増やすことにより販売機会の創出を実

現し、売上拡大を図ってまいります。併せまして、当社の関東地区における売上規模がまだ小さいことから、成長余

地が十分に見込めると判断し、関東圏での営業体制の拡充を図り販売力強化に注力してまいります。

(2) コーポレート・ガバナンスについて

当社は、コーポレート・ガバナンスについて、会社の意思決定機関である取締役会の活性化並びに経営陣に対す

る監視と、不正を防止する仕組みが企業統治であるとの考えを基本としております。

当社は、監査役会制度を採用しており、監査役は4名で、うち3名は社外監査役です。社外監査役と当社との間に人

的、資本的関係又は取引関係、その他利害関係はありません。

経営環境の変化に即応するため、毎月開催する定例の取締役会に加え、緊急を要する場合には、臨時取締役会を

開催し、議論・審議にあたっております。

また、業務執行の迅速化と各部署が抱える問題点を把握し速やかに対処するため、取締役・監査役及び全国の部

署責任者による週間全事業会議をテレビ会議システムを通じて毎週開催すると共に、月1回は全員が一同に会し本

社にて月間全事業会議を開催しております。

監査役（常勤）は常に取締役会及び週間全事業会議、月間全事業会議に出席し、適宜、意見の表明を行うととも

に、内部監査担当者との連携を密にし、監査の実効性を高めております。
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３．本プランの概要

(1) 目的

当社は、大規模買付行為に対する当社株式の売却や、大規模買付者に対して当社の経営を委ねること等の適否に

関する最終的なご判断は、基本的には、株主の皆様のご意思に委ねられるべきものであると考えております。

平成19年10月31日現在の当社の株式の状況は、別紙1に記載のとおり、現経営陣による安定した保有状況となっ

ており、当社役員およびその関係者並びに当社社員持株会（以下「当社役員等」といいます。）が当社発行済株式

総数の47.16％（総株主の議決権数に対する割合50.57％）を保有しております。

一方で、当社は就職情報事業での競争力や商品力の強化に努めるべく、「人材紹介事業」への人的・資金的投入

や採用にまつわる募集から入社後の戦力化までをトータルに実現するサービス体制を構築するための外部企業と

の提携等を図ってゆく所存です。

現在、具体的な予定はありませんが、中長期的な事業領域の拡大や投資等に伴う資金調達の手段として、自己資

本の充実のための資本市場における資金調達もひとつの選択肢として考えられますが、仮にこれを実施する場合

には当社役員等の持株比率がさらに低下する可能性もあります。その他、今後他社と業務資本提携を行う等の事由

で株主構成が変化する可能性も否定はできませんし、役員の異動等によって持株比率が低下する可能性もあり、ま

た、当社は上場会社であることから、大株主である役員等が各々の事情に基づき株式の譲渡その他の処分をするこ

とによって、現在の安定的な株主構成を維持できない事態も起こり得るものと考えております。

当社は、大規模買付行為に応じるか否かのご判断を株主の皆様に適切に行って頂くためには、大規模買付者から

株主の皆様に適切な情報が提供されることが不可欠であるとともに、当社の経営を担う当社取締役会の大規模買

付行為に対する評価・意見・代替案を踏まえて頂くことによって、株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否か

をより適切に判断することが可能になるものと考えております。

当社取締役会は、大規模買付行為に関して必要かつ十分な情報と時間の確保を大規模買付者に対して求めたう

えで、株主の皆様が適切にご判断されること、当社取締役会による当該大規模買付行為に対する賛否の意見、又は

大規模買付者による大規模買付行為完了後の経営方針や事業計画等に対する当社の代替案を株主の皆様に対して

ご提示させて頂くこと、或いは、株主の皆様のために大規模買付者との交渉が場合によっては必要であるとの結論

に至りました。このような考え方のもとで、当社は本プランの導入を決定いたしました。

なお、現時点において、当社株式に対する具体的な大規模買付行為に関する提案の事実およびその兆候があると

の認識はございません。

また、平成19年10月31日現在における当社の大株主については、別紙1「当社の株式の状況」のとおりです。

(2) 手続の設定

本プランは、下記４．(1)に定義される当社株券等の20％以上の買付け若しくはこれに類似する行為又はその提

案が行われる場合に、大規模買付者に対し事前の情報提供を求める等、上記(1)の目的を実現するために必要な手続

を定めております。（詳細については下記「４．本プランの内容」をご参照下さい。）

大規模買付者が本プランを遵守して、大規模買付行為を行おうとする場合は、下記「４．本プランの内容」(3)①

で定義される「取締役会評価期間」中は、大規模買付行為は禁止されます。

(3) 特別委員会の利用等

本プランに従った対抗措置の発動又は不発動等の判断については、当社取締役会の恣意的判断を排するため、独

立性の高い社外者等から構成される「特別委員会」の客観的な判断を最大限に尊重することとします。

(4) 対抗措置の発動

大規模買付者が本プランにおいて定められた手続を遵守せずに、当社株券等の買付け等を行う場合で、当社の企

業価値・株主共同の利益に対して明白に侵害をもたらすおそれがあると判断せざるを得ない場合等には、下記

４．(4)①に定義される対抗措置を発動します。

大規模買付者が本プランにおいて定められた手続を遵守した場合でも、大規模買付行為が下記４．(4)②に定義

されるような場合は、下記４．(4)①に定義される対抗措置を発動することがあります。

本プランに従って、対抗措置として新株予約権の無償割当てが当社取締役会により決議された場合、当該新株予

約権の権利行使又は当社による取得に伴って、買付者等以外の株主の皆様に当社株式が交付された場合には、買付

者等の有する当社の議決権割合は、最大2分の1まで希釈化される可能性があります。
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４．本プランの内容

(1) 対象となる大規模買付行為

大規模買付行為とは、次のいずれかに該当する行為（但し、当社取締役会が予め同意した行為は除かれます。）

若しくはその可能性のある行為とし、当該行為者を「大規模買付者」といいます。

① 当社が発行者である株券等（注1）に関する当社の特定の株主の株券等保有割合（注2）が20％以上となる当該

株券等の買付けその他の取得（注3）

② 当社が発行者である株券等（注4）に関する当社の特定の株主の株券等所有割合（注5）とその特別関係者（注

6）の株券等所有割合との合計が20％以上となる買付けその他の取得（注7）

③ 上記①又は②に規定される各行為の実施の有無にかかわらず、当社の特定の株主が、当社の他の株主（複数であ

る場合を含みます。以下本③において同じといたします。）との間で、当該他の株主が当該特定の株主の共同保

有者（注8）に該当するに至るような合意その他の行為、又は当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方

が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係（注9）を樹立する行為。（注

10）（ただし、当社が発行者である株券等につき当該特定の株主と当該他の株主の株券等保有割合の合計が

20％以上となるような場合に限ります。）

（注1）金融商品取引法第27 条の23 第1 項に定義される株券等をいいます。以下別段の定めがない限り同じとし

ます。

（注2）金融商品取引法第27 条の23 第4 項に定義される株券等保有割合をいいます。以下同じとしますが、かかる

株券等保有割合の計算上、(i)同法第27 条の2第7 項に定義される特別関係者、並びに(ii)当社の特定の株主

との間で本件に係るアドバイザリー契約を締結している投資銀行、証券会社その他の金融機関並びに大

規模買付者の公開買付代理人（以下「契約金融機関等」といいます。）は、当社の特定の株主の共同保有

者とみなします。また、かかる株券等保有割合の計算上、当社の発行済株式の総数は、当社が公表している

直近の情報を参照することができるものとします。

（注3）売買その他の契約に基づく株券等の引渡請求権を有すること及び金融商品取引法施行令第14 条の6 に規

定される各取引を行うことを含みます。

（注4）金融商品取引法第27 条の2 第1 項に定義される株券等をいいます。以下本②において同じとします。

（注5）金融商品取引法第27 条の2 第8 項に定義される株券等所有割合をいいます。以下同じとします。なお、かか

る株券等所有割合の計算上、当社の総議決権の数は、当社が公表している直近の情報を参照することがで

きるものとします。

（注6）金融商品取引法第27 条の2 第7 項に定義される特別関係者をいいます。ただし、同項第1 号に掲げる者に

ついては、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第3 条第2 項で定める者を

除きます。なお、(i)共同保有者及び(ii)契約金融機関等は、当該特定の株主の特別関係者とみなします。以下

別段の定めがない限り同じとします。

（注7）買付けその他の有償の譲受け及び金融商品取引法施行令第6 条第2 項に規定される有償の譲受けに類す

るものを含みます。

（注8）金融商品取引法第27 条の23 第5 項に定義される共同保有者をいいます。以下同じとします。

（注9）「当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同

ないし協調して行動する関係」が樹立されたか否かの判定は、新たな出資関係、業務提携関係、取引ない

し契約関係、役員兼任関係、資金提供関係、信用供与関係等の形成や、当該大規模買付者及び当該他の株主

が当社に対して直接・間接に及ぼす影響等を基礎に行うものとします。

（注10）上記③所定の行為がなされたか否かの判定は、当社取締役会が特別委員会の勧告に基づき合理的に行う

ものとします。なお、当社取締役会は、当該③の要件に該当するか否かの判定に必要と判断される範囲に

おいて、当社の株主に対して必要な情報の提供を求めることがあります。
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(2) 意向表明書の提出及び情報提供の要求

大規模買付行為を開始または実行しようとする大規模買付者は、事前に当社取締役会に対し、本プランに従う旨

の「意向表明書」をご提出して頂きます。なお、意向表明書には、大規模買付者の名称、住所、設立準拠法、代表者の

氏名、国内連絡先及び提案する大規模買付行為の概要を明示して頂きます。

当社取締役会は、意向表明書を受領した日から１０営業日以内に、当社取締役会に対して、当初提供して頂く

「情報提供リスト」を大規模買付者に交付します。当該情報の具体的内容は、大規模買付者の属性又は大規模買付

行為の内容によって異なりますが、一般的な項目としては下記のとおりです。

なお、当社取締役会は、大規模買付者から受領した意向表明書や情報提供リストに係る回答などを、速やかにこ

れを特別委員会に提供するものとします。特別委員会は、意向表明書や情報提供リストに係る回答に記載された内

容が不十分であり、追加的な情報提供が必要であると判断した場合には、回答期限を定めた上で、買付者等に対し

て自ら又は当社取締役会を通じて必要な情報を追加的に提出するよう書面にて求めることがあります。

大規模買付者から意向表明書や情報提供リストに係る回答並びに特別委員会からの要求により追加的に提出さ

れた必要な情報に係る回答（以下、総称して「大規模買付情報」といいます。）を受領した場合、当社取締役会は、

特別委員会に諮問した上で、大規模買付情報の提供が完了した旨を証する書面を当該大規模買付者に交付するこ

ととし、当該書面の交付後に、当該書面を交付した事実並びに交付日を開示いたします。また、当社取締役会に提供

された大規模買付情報について、当社株主の皆様の判断のために必要であると認められる場合には、適切と判断す

る時点で、その全部又は一部を開示いたします。

また、特別委員会は、大規模買付者が本プランに定められた手続に従うことなく買付等を開始したものと判断で

きる場合には、引き続き大規模買付情報の提出を求めて大規模買付者と協議・交渉等を行うべき特段の事情があ

る場合を除いて、原則として、当社取締役会に対して対抗措置を発動することを勧告し、当社取締役会は当該勧告

を最大限に尊重して、対抗措置を発動する場合があります。

記

［提供対象となる情報の項目］

a. 大規模買付者及びそのグループ（共同保有者(*1)、特別関係者及び組合員その他の構成員（ファンドの場合）を含

む。）の詳細。（具体的名称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、（国内）連絡先、資本構成、財務内容等を含む。）

(*1) 金融商品取引法及び会社法で定義される共同保有者。

(*2) 大規模買付者及びそのグループが自然人である場合は、勤務先の住所及び電話番号、主たる職歴(勤務ないし職

務に従事した法人又はその他の団体の主たる業務及び住所、各職務の始期及び終期を含む)、年齢及び国籍を記

載。

b. 大規模買付者及びそのグループそれぞれが保有する当社の全ての有価証券、過去180日間において大規模買付者及びそ

のグループそれぞれが行った当社有価証券に係る全ての取引（取引の性質、価格、取引の場所及び方法、取引の相手

方を含む。）及び当社有価証券に関して各開示者が締結した全ての契約、取決め及び合意（口頭によるものを含み、

また履行可能性の有無を問わない。）の内容。

c. 大規模買付行為の目的、方法及び内容。（買付けの対価及び対価の種類、買付時期、関連する取引の仕組み、買付方法の

適法性、二段階買付けの可能性と予定している場合の内容、買付けの実現可能性等を含む。）

d. 当社の有価証券を取得した後、第三者に譲渡すること等を目的とする場合は、当該第三者の概要(上記①に準じた内容)

及び大規模買付者及びそのグループとの関係、並びに当該第三者が当社有価証券を譲受ける目的及び譲受け後の当

社及び当社グループの経営方針、事業計画、資本政策並びに配当政策と当社及び当社グループのお客様、取引先、従業

員、地域関係者等への対応方針並びに具体的施策。

e. 買付資金等の裏付け。（当該資金の提供者（実質的提供者を含む。）の具体的名称、調達方法、関連する取引の内容を含

む。）

f. 買付等の価格の算定根拠。（算定の前提事実、算定方法、算定に用いた数値情報及び買付けに係る一連の取引により生

じることが予想されるシナジーの額とその算定根拠、そのうち少数株主に対して分配されるシナジーの額と算定根

拠等を含む。）

g. 大規模買付行為完了後の当社及び当社グループの経営方針、事業計画、資本政策および配当政策。

h. 大規模買付行為完了後の当社及び当社グループのお客様、取引先、従業員、地域関係者等への対応方針並びに具体的施

策。

i. 大規模買付行為完了後の当社グループの経営において必要な許認可の維持の可能性および各種法令等の規制遵守の可

能性。

j. 大規模買付行為に関し適用される可能性のある法令等に基づく規制事項、その他の法令等に基づく承認又は許認可等

の取得の可能性。

k.　その他、特別委員会が合理的に必要と判断する情報。
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(3) 大規模買付行為の内容の検討・大規模買付者との交渉及び代替案の検討

① 取締役会における評価検討

当社取締役会は、大規模買付者からの大規模買付情報の提供を完了した後、大規模買付行為が対価を現金（円

貨）のみとする公開買付けによる当社株券等の全ての買付けの場合には60日、その他の大規模買付行為の場合に

は90日を、当社取締役会による評価検討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間（以下、「取締役会評価期

間」といいます。）として確保されるべきものと考えております。

取締役会評価期間中、当社取締役会は特別委員会及び外部専門家等の勧告・助言等を得ながら、大規模買付情報

を十分に評価・検討し、当社取締役会としての意見を取り纏め、当該時点において適用ある法令等及び証券取引所

規則に基づいて適時適切に公表いたします。

また、必要に応じて、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会と

して株主の皆様へ代替案を提示することもあります。この場合についても、当該時点において適用ある法令等及び

証券取引所規則に基づいて適時適切に公表いたします。

② 特別委員会の設置及び利用

当社は、本プランが適正に運用されること、ならびに当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上のために

適切と考える方策を取る場合において、その判断の客観性、公正さ及び合理性を担保するために、当社取締役会か

ら独立した第三者機関として特別委員会を設置いたします。

特別委員会は当社取締役会によって設置され、委員は３名以上で構成されることとします。特別委員の選任につ

いては、公正で合理的な判断を可能とするため、当社の業務執行を担う経営陣から独立している社外監査役または

社外の有識者等（弁護士、公認会計士、実績ある企業経営者、学識経験者等又はこれらに準ずる者を含みます。）の

中から選任するものとします。

当社取締役会は、特別委員会の組成にあたり、以下の権限等を特別委員会に付与し、大規模買付者から提供され

る情報が必要かつ十分であるか否か、大規模買付者が本プランに定める手続きを遵守したか否か、大規模買付行為

が当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく毀損するか否か及び対抗措置を採るか否か、本プランの修正又は

変更等の検討および判断について、当社取締役会の恣意性を排除するために、特別委員会に諮問することとしま

す。

［特別委員会の権限等］

1．取締役会に対して、当社の企業価値及び株主共同の利益に資するか否かの観点から勧告等を行うものとす

る。

2．大規模買付者に対し、前記(2)に定める意向表明書や情報提供リストに係る回答の記載内容が不十分であると

判断した場合は、情報の追加提出を求めることができる。

3．大規模買付者から前記(2)に定める大規模買付情報が提出された場合、当社取締役会に対しても、意見及びそ

の根拠資料、代替案、その他適宜必要と判断する情報、資料等の提示を要求できる。

4．必要な情報収集のため、当社取締役、監査役、従業員、その他必要と判断する者の出席を当社取締役会に要求

し、意見又は説明を求めることができる。

5．職務を遂行するにあたり、当社の費用で、独立した第三者(ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁

護士等)の助言を得ることができる。

特別委員会は、当社取締役会から諮問を受けた事項について評価・検討し、特別委員会としての意見を慎重に取

り纏め、当社取締役会に対して勧告します。

当社取締役会は、特別委員会による勧告を最大限に尊重した上で、対抗措置の発動又は不発動等その他必要な決

議を行うものとします。

なお、本プラン導入時における特別委員会の委員の氏名および略歴は別紙2のとおりです。

③ 株主に対する情報開示

当社は、大規模買付者が出現した事実、大規模買付者から意向表明書が提出された事実、評価・検討が開始され

た事実、当社取締役会が特別委員会に代替案を提示した事実など及び大規模買付情報の概要その他の情報のうち、

当社取締役会及び特別委員会等が、適切と判断する事項について、適切であると判断する時点で株主の皆様に対し

て開示を行うものといたします。
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(4) 大規模買付行為がなされた場合の対応方針

① 本プランに定める手続きを遵守しない場合

大規模買付者が本プランに定める手続きを遵守しない場合には、大規模買付者の買付方法の如何にかかわらず、

当社取締役会は当社の企業価値及び株主共同の利益の保護及び確保することを目的として、新株等の発行や新株

予約権の無償割当て等、会社法その他の法律及び当社定款が認める対抗措置（以下、「対抗措置」といいます。）

の発動を決定する場合があります。

大規模買付者が本プランに定める手続きを遵守したか否か、並びに対抗措置の発動又は不発動の是非について

は、外部専門家等の意見も参考にし、特別委員会の勧告を最大限に尊重して、当社取締役会が決定します。具体的な

手段については、その時点で最も適切と当社取締役会が判断したものを選択することとします。

具体的対抗措置として、新株予約権の無償割当てを実施する場合の概要は下記(5)に記載のものといたしますが、

これに限定するものではありません。

なお、対抗措置を発動した場合であっても、以下のような場合、当社取締役会は、当該対抗措置を維持することの

是非について、改めて特別委員会に諮問するとともに、必要に応じて外部専門家等の助言を得ながら、発動した対

抗措置の中止又は撤回を検討するものとします。

ｉ. 大規模買付者が大規模買付行為を中止若しくは撤回した場合

ⅱ. 対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、かつ、当社の企業価値及び株主

共同の利益の確保・向上という観点から発動した対抗措置を維持することが相当でないと判断される状

況に至った場合

この場合、特別委員会は当社取締役会の諮問に基いて当該措置を維持することの是非について検討し、これを当

社取締役会に対して勧告を行います。

当社取締役会は、対抗措置を維持するか否かの判断に際し、特別委員会の勧告を最大限に尊重するものとしま

す。特別委員会の勧告を踏まえた結果、当社取締役会が当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上という観

点から対抗措置を維持することが相当でないと判断するに至った場合には、当社取締役会はその決議により、発動

した対抗措置を中止又は撤回し、速やかにその旨を開示いたします。

② 本プランに定める手続きを遵守した場合

大規模買付者が本プランに定める手続きを遵守した場合には、原則として、当社は対抗措置は不発動といたしま

す。この場合には、大規模買付者からの大規模買付提案に応諾するか否かは、当社株主の皆様において、大規模買付

提案及び当社が提示する大規模買付提案に対する評価・意見・代替案をご考慮の上、ご判断して頂くこととなり

ます。

ただし、本プランに定める手続きが遵守されている場合であったとしても、大規模買付行為が当社の企業価値及

び株主共同の利益を著しく毀損すると判断せざるを得ない場合には、当社取締役会は特別委員会への諮問・特別

委員会からの勧告を経て、企業価値及び株主共同の利益の保護ないし確保を目的として対抗措置を発動すること

があります。

具体的には、大規模買付行為が次のいずれかに該当すると認められる場合には、企業価値及び株主共同の利益を

著しく毀損すると考えております。
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記

a. 株券等を買い占め、その株券等について当社に対して高値で買取りを要求する行為

b. 真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、専ら当社の株価を上昇させて当該株式を高値で当社関係者等に

引き取らせる目的で買収を行うような行為

c. 当社の経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係していない高額資産等を処分させ、その処分利益をもって一時

的な高配当をさせるか、一時的高配当による株価の急上昇の機会をねらって高値で売り抜ける行為

d. 当社の経営を一時的に支配して、当社の重要な資産等を廉価に取得する等当社の犠牲の下に買付者等の利益を実現す

る経営を行うような行為

e. 当社の資産を買付者等やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する行為

f. 強圧的二段階買付（最初の買付で全株式の買付を勧誘することなく、二段階目の買付条件を株主に対して不利に設定

し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の株式買付を行うことをいいます。）等株主に株式の売却を事実上強要

するおそれのある買付等である場合

g. 買付等の条件（対価の価額・種類、買付等の時期、買付等の方法の適法性、買付等の実現可能性、買付等の後の経営方

針又は事業計画、買付等の後における当社の他の株主、従業員、顧客、取引先その他の当社に係る利害関係者の処遇方

針等を含みます。）が、当社の本源的価値に鑑みて、著しく不十分又は不適当な内容である場合

h. 当社の企業価値を生み出す上で必要不可欠な当社の従業員、顧客、取引先等との関係、又は当社の社会的信用等の著し

い毀損により、当社の企業価値又は株主共同の利益に反する重大なおそれをもたらす買付等である場合

i. 大規模買付者が公序良俗の観点から当社の支配株主として不適切であると判断される場合

この場合においても、前記①と同様に、対抗措置を発動した場合であっても、次のような場合、当社取締役会は、

当該対抗措置を維持することの是非について、改めて特別委員会に諮問するとともに、必要に応じて外部専門家等

の助言を得ながら、発動した対抗措置の中止又は撤回を検討するものとします。

ⅰ. 大規模買付者が大規模買付行為を中止若しくは撤回した場合

ⅱ. 対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、かつ、当社の企業価値及び株主共

同の利益の確保・向上という観点から発動した対抗措置を維持することが相当でないと考えられる状況に

至った場合

この場合、特別委員会は当社取締役会の諮問に基いて当該措置を維持することの是非について検討し、当社取締

役会に対して勧告を行います。

当社取締役会は、対抗措置を維持するか否かの判断に際し、特別委員会の勧告を最大限に尊重するものとしま

す。 上記特別委員会の勧告を踏まえた結果、当社取締役会が当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上とい

う観点から対抗措置を維持することが相当でないと判断するに至った場合には、当社取締役会はその決議により、

発動した対抗措置を中止又は撤回し、速やかにその旨を開示いたします。
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(5) 本新株予約権の無償割当ての概要

本プランに基づいて、対抗措置として実施する場合の本新株予約権の無償割当ての概要は、以下のとおりです。

（本新株予約権の詳細については、別紙3「本新株予約権無償割当ての要項」をご参照下さい。）

① 本新株予約権の数

本新株予約権の無償割当てに係る当社取締役会決議（以下、「本新株予約権無償割当決議」といいます。）にお

いて、別途定める割当期日（以下、「割当期日」といいます。）における当社の最終の発行済株式総数（但し、同時

点において当社の有する当社株式の数を控除します。）の1倍に相当する数を上限として、本新株予約権無償割当

決議において別途定める数とします。

② 割当対象株主

割当期日における当社の最終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された株主（当社を除く）に対し、

その保有する当社株式１株につき本新株予約権1個を上限として本新株予約権無償割当決議において別途定める

割合で、無償で割り当てます。

③ 本新株予約権の無償割当ての効力発生日

本新株予約権無償割当決議において別途定める日とします。

④ 本新株予約権の目的である株式の数

本新株予約権１個当たりの目的である当社株式の数（以下、「対象株式数」といいます。）は、別途調整がない

限り１株とします。

⑤ 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資される財産の当社

株式１株当たりの価額は、１円を下限として当社株式１株の時価の2分の１の金額を上限とする金額の範囲内で、

本新株予約権無償割当決議において別途定める価額とします。なお、「時価」とは、新株予約権無償割当決議の前

日から遡って90日間（終値のない日を除きます。）の東京証券取引所における当社株式の普通取引の各日の終値

（気配表示を含みます。）の平均値とし、１円未満の端数は切り上げるものとします。

⑥ 本新株予約権の行使期間

本新株予約権無償割当決議において別途定める日を初日（以下、かかる行使期間の初日を「行使期間開始日」

といいます。）とし、1ヶ月間から3ヶ月間までの範囲で本新株予約権無償割当決議において別途定める期間としま

す。但し、下記⑨ⅱ.の規定に基づいて当社が本新株予約権を取得する場合、当該取得に係る本新株予約権の行使期

間は、当該取得日の前営業日までとします。また、行使期間の最終日が行使に際して払い込まれる金銭の払込取扱

場所の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とします。

⑦ 本新株予約権の行使条件

(Ⅰ)前記４．(1)に定義される大規模買付者、もしくは(Ⅱ)大規模買付者に該当する者から本新株予約権を当社取

締役会の承認を得ることなく譲り受けもしくは承継した者（以下、総称して「非適格者」といいます。）は、原則

として本新株予約権を行使することができません。

また、外国の適用法令上、本新株予約権の行使において所定の手続が必要とされる非居住者も、原則として本新

株予約権を行使することができません。（但し、非居住者のうち当該外国の適用法令上適用除外規定が利用できる

等の一定の者は行使することができるほか、非居住者の保有する本新株予約権も、下記⑨ⅱ.のとおり、当社による

当社株式を対価とする取得の対象となります。詳細については別紙3「本新株予約権無償割ての要項」をご参照下

さい。）

⑧ 本新株予約権の譲渡

本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要します。

⑨ 当社による本新株予約権の取得

ｉ. 当社は、行使期間開始日の前日までの間いつでも、当社が本新株予約権を取得することが適切であると当社取

締役会が認める場合には、当社取締役会が別途定める日において、全ての本新株予約権を無償で取得するこ

とができるものとします。

ⅱ. 当社は、当社取締役会が別途定める日において、非適格者以外の者が有する本新株予約権のうち当社取締役会

が定める当該日の前営業日までに未行使の本新株予約権の全てを取得し、これと引換えに、本新株予約権１

個につき対象株式数の当社株式を交付することができます。当社はかかる本新株予約権の取得を複数回行う

ことができます。

ⅲ. 当社は、以上に加え、本新株予約権の無償割当決議において、別途本新株予約権の取得に関する事項（非適格

者からの本新株予約権の取得に関する事項を含みます。）を定める場合があります。

なお、上記に用いられる用語の定義及び詳細については、別紙3「新株予約権無償割当ての要項」をご参照くだ

さい。
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(6) 本プランの導入手続

本プランの導入については、以下のとおり、第30期定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただきまし

た。

当社定款第15条に、下記の規定を新設する定款変更議案を、第30期定時株主総会に付議し、決議されました。

変更後の当社定款第15条の規定に基づき、本定時株主総会における決議により、本プランに記載した条件に従い

本新株予約権の無償割当てに関する事項を決定する権限を当社取締役会に委任していただきます。

記

（新株予約権無償割当ての決定機関）

第15条

当会社は、新株予約権無償割当てに関する事項については、取締役会の決議によるほか、株主総会の決議または株主総会

の決議による委任に基づく取締役会の決議により決定する。

(7) 本プランの有効期間、廃止及び変更

当社第30期定時株主総会の決議による、本プランにおける本新株予約権の無償割当てに関する事項の決定権限

の委任期間（以下、「有効期間」といいます。）は、第30期定時株主総会終結後3年以内に終結する事業年度のうち

最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。

ただし、有効期間の満了前であっても、以下の場合は本プランは当該時点で廃止されるものとします。

●当社の株主総会において本プランに係る本新株予約権の無償割当てに関する事項の決定についての取締役会へ

の上記委任を撤回する旨の決議が行われた場合。

●当社の株主総会で選任された取締役で構成される当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた

場合。

また、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、第30期定時株主総会決議による委任の趣旨に反しな

い場合（本プランに関連する法令、証券取引所規則等の新設又は改廃が行われ、係る新設又は改廃を反映するのが

適切である場合、誤字脱字等の理由により字句の修正を行うのが適切である場合、当社株主に不利益を与えない場

合等を含みます。）、特別委員会に諮問した上で、本プランを修正し、又は変更する場合があります。

当社は、本プランが廃止、修正又は変更された場合には、当該廃止、修正又は変更の事実、及び（修正又は変更の

場合には）修正、変更の内容その他の事項について、情報開示を速やかに行います。

５．株主の皆様等への影響

(1) 本プランの導入時に株主及び投資家の皆様に与える影響

本プランの導入時点においては、株主総会決議に基づき、本新株予約権に関する新株予約権無償割当ての決定権

限を取締役会に対して委任して頂いているに過ぎず、本新株予約権の無償割当て自体は行われませんので、株主及

び投資家の皆様に直接具体的な影響が生じることはありません。

(2) 本新株予約権の無償割当て時に株主及び投資家の皆様に与える影響

当社取締役会において、本新株予約権無償割当て決議を行った場合には、本新株予約権無償割当決議において別

途定める割当期日における株主の皆様に対し、その保有する当社普通株式1株につき本新株予約権1個を上限とし

て本新株予約権無償割当決議において別途定める割合で本新株予約権が無償にて割り当てられます。

仮に、株主の皆様が、本新株予約権の権利行使期間内に、金銭の払込みその他下記(3)「本新株予約権の無償割当

てに伴って株主の皆様に必要となる手続」②において詳述する本新株予約権の行使に係る手続を経なければ、他

の株主の皆様による本新株予約権の行使により、その保有する当社株式が希釈化されることになります。

ただし、当社は、下記(3)「本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続」③に記載する手続

により、非適格者以外の株主の皆様から本新株予約権を取得し、それと引換えに当社株式を交付することがありま

す。当社がかかる取得の手続を取った場合、非適格者以外の株主の皆様は、本新株予約権の行使及び行使価額相当

の金銭の払込みをせずに、当社株式を受領することとなり、この場合、保有する当社株式1株あたりの価値の希釈化

は生じますが、原則として、保有する当社株式全体の価値の経済的な希釈化は生じません。

なお、本新株予約権無償割当決議がなされた場合であっても、当社は特別委員会の勧告を最大限に尊重し、本新

株予約権の無償割当ての効力発生日までにおいては、本新株予約権の無償割当てを中止し、また、本新株予約権の

無償割当ての効力発生日後本新株予約権の行使期間開始日の前日までの間においては、本新株予約権を無償にて

取得する場合があります。これらの場合には、1 株あたりの当社株式の価値の希釈化は生じませんので、1 株あたり

の当社株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売買等を行った株主又は投資家の皆様は、株価の変動等に

より相応の経済的損害を被る可能性があります。
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(3)本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続

① 名義書換の手続

当社取締役会において、本新株予約権の無償割当てを実施することを決議した場合には、当社は、本新株予約権

の無償割当てに係る割当期日を公告いたします。この場合、割当期日における当社の最終の株主名簿又は実質株主

名簿に記載又は記録された株主の皆様に本新株予約権が無償にて割り当てられますので、株主の皆様におかれて

は、割当期日に間に合うよう、速やかに株式の名義書換手続を行っていただく必要があります。証券保管振替機構

に対する預託を行っている株券については、名義書換手続は不要です。

なお、割当期日における当社の最終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された株主の皆様は、本新株予

約権の無償割当ての効力発生日において、当然に新株予約権者となるため、申込の手続等は不要です。

② 本新株予約権の行使の手続

当社は、割当期日における当社の最終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された株主の皆様に対し、原

則として、本新株予約権の行使請求書（行使に係る本新株予約権の内容及び数、本新株予約権を行使する日等の必

要事項、並びに株主ご自身が非適格者でないこと等についての表明・保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む

当社所定の書式によるものとします。）その他本新株予約権の権利行使に必要な書類を送付いたします。本新株予

約権の無償割当て後、株主の皆様においては、本新株予約権の権利行使期間内でかつ当社による本新株予約権の取

得の効力が発生するまでに、これらの必要書類を提出した上、原則として、本新株予約権１個あたり、1円を下限と

して当社１株の時価の2分の1の金額を上限とする金額の範囲内で本新株予約権無償割当決議において定める行使

価額に相当する金銭を払込取扱場所に払い込むことにより、本新株予約権1個につき原則として1株の当社株式が

発行されることになります。

③ 当社による新株予約権の取得の手続

当社は、前記４．(5)⑨に記載のとおり、当社取締役会が本新株予約権を取得する旨の決定をした場合、法定の手

続に従い、当社取締役会が別途定める日をもって、本新株予約権を取得します。このうち、非適格者以外の株主の皆

様から本新株予約権を取得し、これと引換えに当社普通株式を交付する場合には、かかる株主の皆様は、行使価額

相当の金銭を払い込むことなく、当社による当該本新株予約権の取得の対価として、1個の本新株予約権につき原

則として1株の当社普通株式を受領することになります。なお、この場合、かかる株主の皆様には、別途、ご自身が非

適格者でないこと等についての表明・保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式による書面を

ご提出頂くことがあります。

なお、本新株予約権無償割当て決議において、非適格者からの本新株予約権の取得、その他取得に関する事項に

ついて定められる場合には、当社は、かかる定めに従った措置を講じることがあります。

上記のほか、本新株予約権の割当て方法、名義書換方法、行使の方法及び当社による取得の方法の詳細につきま

しては、本新株予約権無償割当て決議において決定された後、株主の皆様に対して情報開示又は通知いたしますの

で、当該内容をご確認ください。

６．本プランの合理性

① 買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること 

本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上

のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示

・株主意思の原則、必要性・相当性の原則）を充足しています。

② 当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること

本プランは、大規模買付行為が行われた際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様に適正にご

判断して頂くために必要な情報や時間、あるいは当社取締役会による代替案の提示を受ける機会を確保すること

等を可能にするものであり、当社企業価値及び株主共同利益の確保・向上の目的により導入されるものです。

③ 株主の合理的意思に依拠したものであること 

前記４．(6)に記載のとおり、本プランは、当社株主総会において、本プランに係る委任決議がなされることによ

り導入されます。

また、前記４．(7)に記載のとおり、本プランには有効期間を３年間とするサンセット条項が付されており、かつ、

当該有効期間満了の前であっても、当社株主総会において上述の委任決議を撤回する旨の決議がなされた場合に

は、本プランはその時点で廃止されることとなりますので、本プランの存続の適否については、株主の皆様のご意

向を反映したものとなっております。 
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④ 独立性の高い社外者の判断の重視

当社は、本プランの運用並びに対抗措置発動等の運用に際して、当社取締役会の恣意的判断を排除し、株主の皆

様のために実質的な判断を客観的に行う諮問機関として、特別委員会を設置する予定です。 なお、特別委員会の委

員は3名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立し、当社及び当社

の経営陣との間に特別の利害関係を有していない社外監査役または社外有識者（弁護士、税理士、公認会計士、学

識経験者、投資銀行業務・当社の業務領域に精通する者、他社の取締役又は執行役として経験のある社外者、又は

これらに準ずる者）の中から選任されるものとしております。 

⑤ 合理的な客観的発動要件の設定

本プランは、前記４．(4)②に記載の通り、予め定められた合理的かつ詳細な客観的発動要件が充足されなければ

発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保している

ものといえます。

⑥ デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと

前記４．(7)に記載のとおり、本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により廃止

することができるものとされており、大規模買付者が、当社株主総会で取締役を指名し、当該取締役で構成される

取締役会により、本プランを廃止する可能性がありますので、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過

半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。

また、当社は期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交

替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

［別紙　1］

当社の株式の状況

平成19年10月31日現在の当社の大株主の状況は以下のとおりです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

株　主　名 所有株式数（株）
発行済株式総数に対する所有株式数

の割合（％）

 中井　清和 1,643,400 10.56

株式会社清和ホールディングス 1,500,000 9.64

 茶野　光史 936,900 6.02

 北野　信雄 758,500 4.87

 茶野　直美 641,200 4.12

 学情社員持株会 637,800 4.10

 北野　明子 600,000 3.86

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社（信託口）
398,500 2.56

バンク　オブ　ニューヨーク　ジーシー

エム　クライアント　アカウンツ　イー

エルアールジー 

390,733 2.51

 中井　洋子 319,200 2.05

 （注）上記のほか、当社が自己株式1,048,300株を保有しております。
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［別紙　2］

（特別委員　略歴）

氏　　名：　山田　定信　　

生年月日：　昭和9年2月1日　　

［略歴］

昭和31年　　　5月　　　朝日放送株式会社　入社　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成11年　　　6月　　　同　常務取締役　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成13年　　　6月　　　同　常勤顧問　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成15年　　　6月　　　同　顧問（現任）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成19年　　　1月　　　当社社外監査役（現任）　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※山田定信氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

　なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

氏　　名：　岩井　伸太郎　　

生年月日：　昭和29年1月18日　　　

［略歴］

昭和54年     10月　　　等松・青木監査法人（現監査法人トーマツ）入社　　　　　　　

昭和61年　　　2月　　　公認会計士岩井伸太郎事務所開業（現任）　　　　　　　　　　

平成元年　　　6月　　　フジ住宅株式会社　監査役（現任）　　　　　　　　　　　　　

平成2年　　　 9月　　　北斗監査法人（現仰星監査法人）代表社員（現任）　　　　　　

※なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。 

氏　　名：　丑野　正仁　

生年月日：　昭和31年4月8日　

［略歴］

平成9年　　　 4月　　　弁護士登録（大阪弁護士会）　　　　　　　　　　　　　　　　

平成9年　　　 4月　　　田中義信法律事務所　入所　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成13年　　 12月　　　田中義信法律事務所　退所　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成14年　　　1月　　　うしの法律事務所　　開設　　　　　　　　　　　　　　　　　

※なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

以　上
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［別紙　3］

新株予約権無償割当ての要項

１．新株予約権無償割当てに関する事項の決定

(1) 新株予約権の内容及び数

株主に割り当てる新株予約権（以下、個別に又は総称して「本新株予約権」という。）の内容は下記２．に記載

されるところに基づくものとし、本新株予約権の数は、本新株予約権の無償割当ての取締役会決議（以下、「本新

株予約権無償割当決議」という。）において別途定める割当期日（以下、「割当期日」という。）における当社の

最終の発行済株式総数（但し、同時点において当社の有する当社株式の数を控除する。）の1倍に相当する数を上

限として、本新株予約権無償割当決議において別途定める数とする。

(2) 割当対象株主

割当期日における当社の最終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された当社以外の株主に対し、その

保有する当社株式１株につき本新株予約権1個を上限として、本新株予約権無償割当決議において別途定める割合

で、本新株予約権を無償で割り当てる。

(3) 本新株予約権の無償割当ての効力発生日

本新株予約権無償割当決議において別途定める日とする。

２．本新株予約権の内容

(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び数

1）新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権１個当たりの目的である当社株式の数

（以下、「対象株式数」という。）は、１株とする。ただし、当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合、対象株

式数は次の算式により調整されるものとし、調整の結果生ずる１株未満の端数は切り捨てるものとし、現金によ

る調整は行わない。

調整後対象株式数＝調整前対象株式数×分割・併合の比率

2）調整後対象株式数は、株式の分割の場合はその基準日の翌日以降、株式の併合の場合はその効力発生の翌日以降、

これを適用する。

3）上記1）に定めるほか、株式無償割当て、合併、会社分割等当社の発行済株式総数（但し、当社の有する当社株式の

数を除く。）変更又は変更の可能性を生ずる行為を行う場合で、対象株式数の調整を必要とするときには、株式無

償割当て、合併、会社分割その他の行為の条件等を勘案の上、対象株式数につき合理的な調整を行うものとする。

(2) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

1）本新株予約権の行使に際して行う出資の目的は金銭とし、その価額は、本新株予約権の行使に際して出資される

財産の当社株式１株当たりの価額（以下、「行使価格」という。下記２）に定義される。）に対象株式数を乗じた

価額とする。

2）行使価格は、１円を下限として当社株式１株の時価の２分の１の金額を上限とする金額の範囲内で、本新株予約

権無償割当決議において別途定める価額とする。なお、「時価」とは、本新株予約権無償割当決議の前日から遡っ

て90日間（終値のない日を除く。）の東京証券取引所における当社株式の普通取引の各日の終値（気配表示を含

む。）の平均値とし、１円未満の端数は切り上げるものとする。

(3) 本新株予約権の行使期間

本新株予約権無償割当ての効力発生日又は本新株予約権無償割当決議において別途定める日を初日（以下、か

かる行使期間の初日を「行使期間開始日」という。）とし、１ヶ月間から3ヶ月間までの範囲で、本新株予約権無償

割当決議において別途定める期間とする。但し、下記(7)2）の規定に基づき当社による本新株予約権の取得がなさ

れる場合、当該取得に係る本新株予約権についての行使期間は、当該取得日の前営業日までとする。また、行使期間

の最終日が行使に際して払い込まれる金銭の払込取扱場所の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とす

る。
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(4) 本新株予約権の行使条件

1）大規模買付者、もしくは大規模買付者に該当する者から本新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲り

受けもしくは承継した者（以下、総称して「非適格者」という。）は、本新株予約権を行使することができない。

なお、大規模買付者は以下に定義される大規模買付行為若しくはその可能性のある行為を行う者をいう。

① 当社が発行者である株券等（注1）に関する当社の特定の株主の株券等保有割合（注2）が20％以上となる当該

株券等の買付けその他の取得（注3）

② 当社が発行者である株券等（注4）に関する当社の特定の株主の株券等所有割合（注5）とその特別関係者（注

6）の株券等所有割合との合計が20％以上となる買付けその他の取得（注7）

③ 上記①又は②に規定される各行為の実施の有無にかかわらず、当社の特定の株主が、当社の他の株主（複数であ

る場合を含みます。以下本③において同じといたします。）との間で、当該他の株主が当該特定の株主の共同保

有者（注8）に該当するに至るような合意その他の行為、又は当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方

が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係（注9）を樹立する行為。（注

10）（ただし、当社が発行者である株券等につき当該特定の株主と当該他の株主の株券等保有割合の合計が

20％以上となるような場合に限ります。）

（注1）金融商品取引法第27 条の23 第1 項に定義される株券等をいう。以下別段の定めがない限り同じとする。

（注2）金融商品取引法第27 条の23 第4 項に定義される株券等保有割合をいう。以下同じとするが、かかる株券等

保有割合の計算上、(i)同法第27 条の2第7 項に定義される特別関係者、並びに(ii)当社の特定の株主との間

で本件に係るアドバイザリー契約を締結している投資銀行、証券会社その他の金融機関並びに大規模買

付者の公開買付代理人（以下、「契約金融機関等」といいます。）は、当社の特定の株主の共同保有者と

みなす。また、かかる株券等保有割合の計算上、当社の発行済株式の総数は、当社が公表している直近の情

報を参照することができるものとする。

（注3）売買その他の契約に基づく株券等の引渡請求権を有すること及び金融商品取引法施行令第14 条の6 に規

定される各取引を行うことを含む。

（注4）金融商品取引法第27 条の2 第1 項に定義される株券等をいいます。以下本②において同じとする。

（注5）金融商品取引法第27 条の2 第8 項に定義される株券等所有割合をいう。以下同じとする。なお、かかる株券

等所有割合の計算上、当社の総議決権の数は、当社が公表している直近の情報を参照することができるも

のとする。

（注6）金融商品取引法第27 条の2 第7 項に定義される特別関係者をいう。ただし、同項第1 号に掲げる者につい

ては、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第3 条第2 項で定める者を除

く。なお、(i)共同保有者及び(ii)契約金融機関等は、当該特定の株主の特別関係者とみなす。以下別段の定め

がない限り同じとする。

（注7）買付けその他の有償の譲受け及び金融商品取引法施行令第6 条第2 項に規定される有償の譲受けに類す

るものを含む。

（注8）金融商品取引法第27 条の23 第5 項に定義される共同保有者をいう。以下同じとする。

（注9）「当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同

ないし協調して行動する関係」が樹立されたか否かの判定は、新たな出資関係、業務提携関係、取引ない

し契約関係、役員兼任関係、資金提供関係、信用供与関係等の形成や、当該大規模買付者及び当該他の株主

が当社に対して直接・間接に及ぼす影響等を基礎に行うものとする。

（注10）上記③所定の行為がなされたか否かの判定は、当社取締役会が特別委員会の勧告に基づき合理的に行う

ものとする。なお、当社取締役会は、当該③の要件に該当するか否かの判定に必要と判断される範囲にお

いて、当社の株主に対して必要な情報の提供を求めることがある。

EDINET提出書類

株式会社学情(E05286)

四半期報告書

19/39



2）1）にかかわらず、次の①乃至④の各号に記載される者は、大規模買付者に該当しないものとする。

① 当社、当社の子会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条第３項に定義される。）又は当

社の関連会社（同規則第８条第５項に定義される。）

② 当社を支配する意図がなく上記1）①に記載する要件に該当することになった者である旨を当社取締役会が認

めた者であって、かつ、上記1）①の大規模買付者に該当することになった後10日間（但し、当社取締役会はかか

る期間を延長することができる。）以内にその保有する当社の株券等を処分等することにより該当しなくなっ

た者

③ 当社による自己株式の取得その他の理由により、自己の意思によることなく、大規模買付者に該当することに

なった者である旨を当社取締役会が認めた者（但し、その後、自己の意思により当社の株券等を新たに取得した

場合を除く。）

④ その者が当社の株券等を取得・保有することが当社の企業価値又は株主共同の利益に反しないと当社取締役会

が認めた者

3）適用ある外国の法令上、当該法令の管轄地域に所在する者に本新株予約権を行使させるに際し、①所定の手続の

履行もしくは②所定の条件（一定期間の行使禁止、所定の書類の提出等を含む。）の充足、又は③その双方（以

下、「準拠法行使手続・条件」と総称する。）が必要とされる場合には、当該管轄地域に所在する者は、当該準拠

法行使手続・条件が全て履行又は充足されたと当社取締役会が認めた場合に限り本新株予約権を行使すること

ができ、これが充足されたと当社取締役会が認めない場合には本新株予約権を行使することができない。なお、当

該管轄地域に所在する者に本新株予約権を行使させるに際し当社が履行又は充足することが必要とされる準拠

法行使手続・条件については、当社取締役会としてこれを履行又は充足する義務は負わない。また、当該管轄地域

に所在する者に本新株予約権の行使をさせることが当該管轄地域における法令上認められない場合には、当該管

轄地域に所在する者は、本新株予約権を行使することができない。

4）上記3）にかかわらず、米国に所在する者は、当社に対し、①自らが米国1933年証券法ルール501(a)に定義する適格

投資家（accredited investor）であることを表明、保証し、かつ②その保有する本新株予約権の行使の結果取得する

当社普通株式の転売は東京証券取引所における普通取引（ただし、事前の取決めに基づかず、かつ事前の勧誘を

行わないものとする。）によってのみこれを行うことを誓約した場合に限り、当該本新株予約権を行使すること

ができる。当社は、かかる場合に限り、当該米国に所在する者が当該本新株予約権を行使するために当社が履行又

は充足することが必要とされる米国1933年証券法レギュレーションＤ及び米国州法に係る準拠法行使手続・条

件を履行又は充足するものとする。なお、米国における法令の変更等の理由により、米国に所在する者が上記①及

び②を充足しても米国証券法上適法に本新株予約権の行使を認めることができないと当社取締役会が認める場

合には、米国に所在する者は、本新株予約権を行使することができない。

5）本新株予約権を有する者は、当社に対し、自らが非適格者に該当せず、かつ、非適格者に該当する者のために行使

しようとしている者ではないこと、及び本新株予約権の行使条件を充足していること等の表明・保証条項、補償

条項その他当社が定める事項を誓約する書面並びに法令等により必要とされる書面を提出した場合に限り、本新

株予約権を行使することができるものとする。

6）本新株予約権を有する者が本(4)の規定により、本新株予約権を行使することができない場合であっても、当社は、

当該新株予約権を有する者に対して、損害賠償責任その他の責任を一切負わないものとする。

(5) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

増加する資本金及び資本準備金の額は、当社取締役会が本新株予約権無償割当決議において別途定める額とす

る。

(6) 本新株予約権の譲渡

1）本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要する。

2）本新株予約権を譲渡しようとする者が日本国外に所在する者であって、上記(4)3）及び4）の規定により本新株予

約権を行使することができない者（非適格者を除く。）であるときは、当社取締役会は、次の事由等を勘案して上

記1）の承認をするか否かを決定する。

① 当該管轄地域に所在する者による本新株予約権の全部又は一部の譲渡による取得に関し、譲渡人及び譲受人が

作成し署名又は記名捺印した差入書（下記②乃至④に関する表明・保証条項、補償条項及び違約金条項を含

む。）が提出されているか否か 

② 譲渡人及び譲受人が非適格者に該当しないことが明らかであるか否か

③ 譲受人が当該管轄地域に所在しない者であり、かつ、当該管轄地域に所在する者のために譲受けしようとしてい

る者でないことが明らかであるか否か

④ 譲受人が非適格者のために譲受しようとしている者でないことが明らかであるか否か
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(7) 当社による本新株予約権の取得

1）当社は、本新株予約権の行使期間開始日の前日までの間いつでも、当社が本新株予約権を取得することが適切で

あると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が別途定める日において、全ての本新株予約権を無償で取

得することができる。

2）当社は、当社取締役会が別途定める日において、非適格者以外の者が有する本新株予約権のうち当社取締役会が

定める当該日の前営業日までに未行使の本新株予約権の全てを取得し、これと引換えに、本新株予約権１個につ

き対象株式数の当社株式を交付することができる。当社はかかる本新株予約権の取得を複数回行うことができ

る。

3）当社は、以上に加え、本新株予約権の無償割当決議において、別途本新株予約権の取得に関する事項（非適格者か

らの本新株予約権の取得に関する事項を含みます。）を定めることができる。 

(8) 合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）、吸収合併、新設分割、株式交換及び株式移転の場合の本新株予約権

の交付及びその条件

本新株予約権無償割当決議において別途決定する。

(9) 新株予約権証券の発行

本新株予約権に係る新株予約権証券は発行しない。

(10) 法令の改正等による修正

上記で引用する法令の規定は、平成19年12月12日現在施行されている規定を前提としているものであり、同日以

後、法令の新設又は改廃により、上記各項に定める条項又は用語の意義等に修正を加える必要が生じた場合には、

当社取締役会において、当該新設又は改廃の趣旨を考慮の上、上記各項に定める条項又は用語の意義等を適宜合理

的な範囲内で読み替えることができるものとする。

３．その他

その他必要な事項については、新株予約権無償割当決議において当社取締役会が定めるものとする。 

以　上

特別委員会運営規則

第1条 (目的)

　本規則は、当社が平成19年12月12日の取締役会決議に基づいて公表した「会社の支配に関する基本方針及び当社株式

の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)について」中に定める大規模買付行為を対象とする対応策(以下、「本プ

ラン」という。)の運用及び対抗措置の発動に関し、特別委員会が依るべき手続及び判断基準を定めることを目的とす

る。なお、本規則において用いられる用語は、別途定義される場合を除き、本対応策において用いられる用語と同じ意味

を有するものとする。

第2条 (特別委員会の設置)

　当社は、大規模買付行為に関する取締役会の判断及び対応の客観性、公正性及び合理性を担保するため、取締役会の諮

問機関として特別委員会を設置する。

第3条 (特別委員会の構成等)

1．特別委員会を構成する委員(以下、「特別委員」という。)は、3名以上とする。

2．特別委員は、当社の業務執行を行う取締役会から独立し、当社及び取締役会との間に特別の利害関係を有していない

社外監査役または社外の有識者等（弁護士、公認会計士、実績ある企業経営者、学識経験者等またはこれらに準ずる

者を含む。）の中から取締役会が選任する。選任にあたっては、特別委員の役割に鑑み、企業経営に関する知見、企業

価値に関する見識、実務経験等を総合的に勘案する。

3．当社は、特別委員との間で、委任契約書を締結するものとする。

4．当社は、必要に応じ、当社の判断により、委員の氏名及び社外における役職名等の情報を公表することができるもの

とする。
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第4条 (特別委員の任期)

1．特別委員の任期は、取締役会がその者を特別委員に選任しその者が特別委員への就任を承諾した日から、選任後3年

内に終了する事業年度のうち最終のものに関する当社定時株主総会の終結の時までとし、再任を認めるものとする。

2．大規模買付者が当社に対し買付意向表明書を提出し、又は特別委員会が第10条第1項各号に規定される検討を開始し

た後、取締役会評価期間が終了するまでの間に、前項に定める任期が満了する場合において、当社が任期を満了する

特別委員に対し特別委員として再任することを申し出たときは、当該特別委員は、委任契約書において特段の合意が

なされた場合を除き、特別委員への再任を拒めない。

3．前項に基づく再任の場合、当該再任された特別委員は、大規模買付者による大規模買付行為が終了したとき又は取締

役会が対抗措置を発動し、その実行が終了したときのいずれか遅いときにおいて、特別委員を辞任することができる

ものとし、辞任の申し出がない場合には、当該特別委員の任期は、その後最初に開催される定時株主総会終了後の最

初の取締役会の終結時までとする。

4．取締役会が本対応策を廃止する旨の決議をした場合、特別委員の任期は、本対応策の廃止と同時に終了する。

第5条 (特別委員の解任)

　取締役会は、以下の事由が生じた場合、特別委員を解任することができる。

(1) 特別委員が、重度の身体又は精神の障害その他の事由により、当社の特別委員としての業務を遂行できないものと合

理的に判断される場合

(2) 特別委員が、特定株主グループ(議決権割合が20%以上のものに限る。以下、同じ。)に含まれる者又は特定株主グループ

に含まれる者になろうとする者との間に、客観的かつ中立的な立場から勧告を行うことが困難であると合理的に判

断される関係を有していることを取締役会が認識した場合

(3) 特別委員に法令、本対応策、本規則又は委任契約の違反又は不履行があった場合

(4) 特別委員が第3条第2項第前段に定める者ではなくなった場合

第6条 (報酬及び費用)

1．当社は、特別委員に対し、合理的な金額の報酬を支払うことができる。

2．当社は、特別委員に対し、特別委員がその職務を遂行するために負担すべき合理的な金額の費用を支払う。

第7条 (善管注意義務)

1．特別委員は、善良な管理者の注意をもって、忠実にその職務を遂行する。

2．特別委員は、その職務を遂行するために必要となる当社の経営状況について、四半期に1回以上、当社の取締役からそ

の報告を受けるものとする。

第8条 (特別委員会の開催)

　特別委員会は、本規則に従い、必要に応じて随時開催する。

第9条 (特別委員会の招集)

1．特別委員会は、代表取締役又は各特別委員が招集する。

2．特別委員会の招集は、書面、電磁的方法又は口頭による通知その他適当な方法により行う。

3．特別委員会は、本社においてこれを開催する。但し、必要がある場合は、他の場所で開催することができる。
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第10条 (特別委員会の権能)

1．特別委員会は、取締役会が特別委員会に諮問する、以下に規定する事項につき検討、審議を行い、取締役会に対して勧

告を行う。取締役会は当該勧告を最大限尊重して、最終的な決定を行う。

(1) 当社株式について大規模買付が行われる場合に、当社株主の適切な判断及び取締役会としての評価・意見形成・代替

案の提示のために必要かつ十分な情報が大規模買付者から提供されているか否かについての勧告、並びに大規模買

付者から必要かつ十分な情報が提供されていないときは、追加で一定の期限内に提供を求めるべき情報についての

勧告

(2) 本プランに定める手続きが遵守された場合において、対抗措置を講じるか否かについての勧告

(3) 本プランに定める手続きが遵守されていない場合において、対抗措置を講じるか否かについての勧告

(4) 前2号の場合において、取締役会の講じる対抗措置が手段として相当か否かについての勧告

(5) 対抗措置を発動する手続を開始した後において、当該対抗措置の発動を維持することが相当か否かについての勧告

(6) 対抗措置の発動を株主総会に諮るか否かについての勧告

(7) その他、上記に関連する事項に関わる勧告

2．特別委員会における前項の検討及び審議は特別委員のみで行い、取締役は検討又は審議の場に同席しない。但し、特

別委員会は、その検討及び審議に必要な情報を収集するために、取締役、従業員等又は監査役を出席させることがで

きる。

3．特別委員会は、取締役、従業員等又は監査役に対し、その検討及び審議に必要な当社に関する資料の提供を求めるこ

とができる。

4．特別委員会は、当社の費用負担で、独立した第三者(ファイナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士等)から、そ

の検討及び審議に必要な専門的な助言を得ることができる。

第11条 (特別委員会の勧告)

1．特別委員会の勧告の内容については、原則として特別委員会の委員全員が出席する(会議電話及びテレビ電話による

出席を含む。)委員会において、その過半数の賛成をもって決定する。

2．特別委員会は、勧告内容を決定するに当たっては、別紙記載の対抗措置の発動の基準に従うものとする。

3．特別委員会の勧告は、書面により行うものとする。

4．前項の書面には、決議された結論及びかかる結論に至った理由の要旨を記載する。また、各特別委員は、同書面に、自

らの意見(第1項の方法により決議された結論に沿うものか否かを問わない。)を記載することができる。

5．当社は、必要に応じ、当社の判断により、特別委員会の勧告を記載した書面の全部又は一部を公表することができる

ものとする。

第12条 (議事録)

　特別委員会の議事については、事務局が議事録を作成する。

第13条 (事務局)

　特別委員会の事務局は、管理部に置く。

第14条 (規則の改廃)

　本規則の改廃は、取締役会の決議をもって行う。

（5）研究開発活動

該当事項はありません。

以 上
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

当第２四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

(2）設備の新設、除却等の計画

当第２四半期会計期間において、前四半期会計期間末において計画中であった重要な設備の新設、除却等につい

て、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありませ

ん。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 50,240,000

計 50,240,000

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成21年４月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年６月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可

金融商品取引業協会名
内容

普通株式 15,560,000 15,560,000

 

東京証券取引所

（市場第一部）

　

単元株式数100株

計 15,560,000 15,560,000 － －

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。　

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高
（千円）

平成21年２月１日～

平成21年４月30日
－ 15,560,000 － 1,500,000 － 817,100
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（５）【大株主の状況】

　 平成21年4月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数の
割合(％）

中井　清和 堺市南区 1,668 10.72

株式会社清和ホールディングス 堺市南区新檜尾台1-16-10 1,500 9.64

茶野　光史 大阪府池田市 851 5.47

北野　信雄 大阪府八尾市 772 4.96

学情社員持株会 大阪市北区梅田2-5-10 689 4.43

茶野　直美 大阪府池田市 641 4.12

北野　明子 大阪府八尾市 600 3.86

NATIXIS BLEICAHROEDER INC.

SPECIAL ACCOUNT

（常任代理人 株式会社三菱東京ＵＦ

Ｊ銀行）

1345 AVENUE OF THE AMERI

CASNEW YORK.N.Y.10105-4300 U.S.A.

（東京都千代田区丸の内2丁目7-1）

346 2.23

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社（信託口４Ｇ）

東京都中央区晴海1-8-11 339 2.18

中井　洋子 堺市南区 319 2.05

計 － 7,725 49.66

　（注）上記のほか、当社所有の自己株式が2,547千株（16.37％）あります。
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成21年４月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　 2,547,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　13,011,400 130,114 －

単元未満株式 1,600 － １単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 15,560,000 － －

総株主の議決権 － 130,114 －

②【自己株式等】

　 平成21年4月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義所有株式
数（株）

他人名義所有株式
数（株）

所有株式数の合計
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社学情 大阪市北区梅田2-5-10 2,547,000 － 2,547,000 16.4

計 － 2,547,000 － 2,547,000 16.4

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年

11月 12月 平成21年
１月

２月 ３月 ４月

最高（円） 411 385 390 365 389 385

最低（円） 363 315 335 336 304 303

（注）最高・最低株価は、東京証券取引所第一部におけるものであります。

３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期会計期間（平成21年２月１日から平成21

年４月30日まで）及び当第２四半期累計期間（平成20年11月１日から平成21年４月30日まで）に係る四半期財務諸

表について、監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

３．四半期連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成21年４月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成20年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,692,338 3,696,066

受取手形及び売掛金 253,572 516,106

未成制作費 ※1
 9,569

※1
 20,792

前払費用 40,975 54,749

繰延税金資産 16,397 49,202

その他 ※2
 18,691 5,197

貸倒引当金 △566 △8,508

流動資産合計 4,030,978 4,333,605

固定資産

有形固定資産

建物 668,517 668,044

減価償却累計額 △192,657 △180,986

建物（純額） 475,859 487,058

構築物 6,159 6,159

減価償却累計額 △3,957 △3,789

構築物（純額） 2,201 2,370

機械及び装置 3,428 3,428

減価償却累計額 △2,202 △2,109

機械及び装置（純額） 1,225 1,319

工具、器具及び備品 87,396 86,477

減価償却累計額 △58,278 △52,735

工具、器具及び備品（純額） 29,118 33,741

土地 526,457 526,457

有形固定資産合計 1,034,862 1,050,946

無形固定資産

ソフトウエア 185,173 209,329

電話加入権 6,505 6,505

無形固定資産合計 191,678 215,834

投資その他の資産

投資有価証券 231,617 437,172

長期前払費用 1,574 2,231

繰延税金資産 81,580 181,653

差入保証金 108,908 108,677

その他 87,250 88,392

貸倒引当金 △13,758 △6,500

投資その他の資産合計 497,172 811,626

固定資産合計 1,723,713 2,078,407

資産合計 5,754,692 6,412,013
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成21年４月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成20年10月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 76,341 140,589

未払金 30,770 96,343

未払法人税等 8,016 54,433

賞与引当金 31,937 91,500

その他 36,260 34,013

流動負債合計 183,326 416,880

固定負債

長期未払金 270,696 333,107

退職給付引当金 32,037 29,296

長期預り保証金 22,595 22,595

固定負債合計 325,329 384,998

負債合計 508,655 801,879

純資産の部

株主資本

資本金 1,500,000 1,500,000

資本剰余金 1,661,326 1,661,326

利益剰余金 3,348,914 3,580,861

自己株式 △1,255,114 △1,126,777

株主資本合計 5,255,127 5,615,410

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △9,090 △5,276

評価・換算差額等合計 △9,090 △5,276

純資産合計 5,246,036 5,610,134

負債純資産合計 5,754,692 6,412,013
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（２）【四半期損益計算書】
【第２四半期累計期間】

（単位：千円）

当第２四半期累計期間
(自　平成20年11月１日
　至　平成21年４月30日)

売上高 1,295,436

売上原価 600,453

売上総利益 694,983

販売費及び一般管理費 ※
 732,264

営業損失（△） △37,280

営業外収益

受取利息 11,219

有価証券利息 3,788

受取配当金 600

受取家賃 24,085

その他 4,554

営業外収益合計 44,248

営業外費用

不動産賃貸原価 6,052

支払手数料 1,094

その他 439

営業外費用合計 7,585

経常損失（△） △618

税引前四半期純損失（△） △618

法人税、住民税及び事業税 2,236

法人税等調整額 135,485

法人税等合計 137,722

四半期純損失（△） △138,340
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【第２四半期会計期間】
（単位：千円）

当第２四半期会計期間
(自　平成21年２月１日
　至　平成21年４月30日)

売上高 682,338

売上原価 319,925

売上総利益 362,412

販売費及び一般管理費 ※
 335,838

営業利益 26,573

営業外収益

受取利息 5,673

有価証券利息 1,833

受取家賃 12,046

その他 2,726

営業外収益合計 22,278

営業外費用

不動産賃貸原価 3,044

支払手数料 546

その他 439

営業外費用合計 4,029

経常利益 44,822

税引前四半期純利益 44,822

法人税、住民税及び事業税 1,860

法人税等調整額 13,967

法人税等合計 15,828

四半期純利益 28,994
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第２四半期累計期間
(自　平成20年11月１日
　至　平成21年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△） △618

減価償却費 45,617

賞与引当金の増減額（△は減少） △59,562

受取利息及び受取配当金 △15,608

売上債権の増減額（△は増加） 255,274

仕入債務の増減額（△は減少） △64,248

長期未払金の増減額（△は減少） △62,411

その他 14,538

小計 112,981

利息及び配当金の受取額 4,108

法人税等の支払額 △52,436

営業活動によるキャッシュ・フロー 64,653

投資活動によるキャッシュ・フロー

無形固定資産の取得による支出 △54,882

投資有価証券の取得による支出 △99,466

投資有価証券の償還による収入 300,000

差入保証金の差入による支出 △231

その他 464

投資活動によるキャッシュ・フロー 145,883

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △129,430

配当金の支払額 △94,017

財務活動によるキャッシュ・フロー △223,447

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △12,911

現金及び現金同等物の期首残高 419,417

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 406,506
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【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

該当事項はありません。

【簡便な会計処理】

該当事項はありません。

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第２四半期会計期間末
（平成21年４月30日）

前事業年度末
（平成20年10月31日）

※１　未成制作費

出版物の制作等の制作途中にあるもので、すでに、

制作等の終了した工程に係る費用の支出額及び支払

の確定した金額であります。

※１　未成制作費

同左

※２　仮払消費税及び仮受消費税は相殺のうえ、流動資産

の「その他」に含めて表示しております。
－

（四半期損益計算書関係）

当第２四半期累計期間
（自　平成20年11月１日
至　平成21年４月30日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

   

給与及び手当 324,337千円　

賃借料 55,938千円　

福利厚生費 47,833千円　

役員報酬 45,519千円　

減価償却費 42,368千円　

賞与引当金繰入額 31,391千円

当第２四半期会計期間
（自　平成21年２月１日
至　平成21年４月30日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

   

給与及び手当 160,009千円　

賃借料 27,966千円　

福利厚生費 22,763千円　

減価償却費 21,592千円　

賞与引当金繰入額 18,243千円

役員報酬 15,326千円　

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第２四半期累計期間
（自　平成20年11月１日
至　平成21年４月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

（平成21年４月30日現在）

　 （千円）

現金及び預金勘定 3,692,338

預入期間が３か月を超える定期預金 △3,285,832

現金及び現金同等物 406,506
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（株主資本等関係）

当第２四半期会計期間末（平成21年４月30日）及び当第２四半期累計期間（自　平成20年11月１日　至　平成21年

４月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式　　　　　　　　　15,560千株

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式　　　　　　　　　 2,547千株

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

４．配当に関する事項

（1）配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年１月23日

定時株主総会
普通株式 93,606 7 平成20年10月31日 平成21年１月26日 利益剰余金

（2）基準日が当会計年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が当

四半期会計期間の末日後となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年６月11日

取締役会
普通株式 91,090 7 平成21年４月30日 平成21年７月６日 利益剰余金

５．株主資本の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。

（有価証券関係）

会社の事業の運営において重要な有価証券はありませんので、記載を省略しております。

（デリバティブ取引関係）

当社は、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

（持分法損益等）

持分法を適用する関連会社がないため記載しておりません。

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期会計期間末
（平成21年４月30日）

前事業年度末
（平成20年10月31日）

１株当たり純資産額 403.14円 １株当たり純資産額 419.53円

２．１株当たり四半期純利益（△損失）

当第２四半期累計期間
（自　平成20年11月１日
至　平成21年４月30日）

当第２四半期会計期間
（自　平成21年２月１日
至　平成21年４月30日）

１株当たり四半期純利益（△損失） △10.47円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

１株当たり四半期純利益（△損失） 2.21円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純利益（△損失）の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
当第２四半期累計期間
（自　平成20年11月１日
至　平成21年４月30日）

当第２四半期会計期間
（自　平成21年２月１日
至　平成21年４月30日）

１株当たり四半期純利益（△損失）   

四半期純利益（△損失）（千円） △138,340 28,994

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益（△損失）（千円） △138,340 28,994

期中平均株式数（千株） 13,216 13,121

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

（リース取引関係）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引

重要性のあるリース取引はありませんので、記載を省略しております。

２【その他】

第32期（平成20年11月１日から平成21年10月31日まで）中間配当については、平成21年６月11日開催の取締役会

において、平成21年４月30日の最終株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主に対し、次のとおり中

間配当を行うことを決議いたしました。

①配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　 91,090千円

②１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　　　 ７円

③支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　平成21年7月６日
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

   平成21年６月５日

株式会社学情    

 取締役会 御中  

 監査法人トーマツ  

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 梶浦　和人　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 和田　稔郎　　印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社学情の平

成20年11月１日から平成21年10月31日までの第32期事業年度の第２四半期会計期間（平成21年２月１日から平成21年４月

30日まで）及び第２四半期累計期間（平成20年11月１日から平成21年４月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四

半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財

務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにあ

る。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社学情の平成21年４月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半

期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示して

いないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）　１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が四半期財

務諸表に添付する形で別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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